
江東区バレーボール連盟規約 

 

                第１章 名称及び事務所 

    第１条 本連盟は江東区バレーボール連盟とよぶ 

    第２条 本連盟の事務所は理事長所在地に置く 

                第２章 目的及び事業 

    第３条 本連盟は、体位・精神の健全なるバレーボール愛好者を 

        育成し、団体相互の連携、協力、親睦融和並びに技術の 

        向上をはかり、バレーボールの普及発展に勤めることを 

        目的とする。 

    第４条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．競技会の開催 

２．後進者の指導 

３．上部団体及び地域との連携事業 

４．技術研究講演会及び講習会の開催 

５．その他必要と認められる事業 

                第３章 組 織 

    第５条 本連盟は第３条の趣旨に賛同する江東区所在のバレーボール 

        団体をもって組織する。 

第６条 本連盟に次の部を置く。 

１．一  般の部 

２．家庭婦人の部 

第４章 登 録 

    第７条 本連盟に加盟しようとするバレーボール団体は、その団体 

名・代表者及び選手の氏名、住所を明記し、会費を添えて 

申告するものとする。 

    第８条 加盟申請の登録の承認は、理事会の決議によるものとする。 

第９条 本連盟の第３条の趣旨に添わぬ加盟登録団体は、理事会の 

決議により登録を取り消すことができる。 

第５章 役 員 

   第１０条 本連盟に次の役員を置く。 

          １．会  長  １名   ６．理 事 長  １名 

         ２．副 会 長 若干名   ７．副理事長 若干名 

         ３．顧  問 若干名   ８．常任理事 若干名 

         ４．相 談 役 若干名   ９．理  事 若干名 

         ５．監  事  ２名 

尚、名誉会長・名誉副会長・名誉顧問並びに会計を 

        置くことができる。 

   第１１条 会長及び副会長は、総会において推薦する。 

        会長は本連盟を統括し且つ代表する。 

副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を 

行する。 

尚、名誉会長・名誉副会長・名誉顧問は会長が指名し、 

理事会において推薦する。 



   第１２条 顧問及び相談役は会長が指名し、理事会において承認する。 

        顧問及び相談役は会長の諮問に応ずる。 

   第１３条 監事は、総会において推薦する。監事は本連盟の会計を 

         監査する。 

   第１４条 理事は、総会において推薦する。 

   第１５条 常任理事は、理事の互選とする。 

   第１６条 理事長及び副理事長は、常任理事の互選とする。 

            理事長は本連盟の事業及び会計を統括する。 

副理事長は理事長を補佐し、理事長の事故あるときは 

その職務を代行する。 

   第１７条 各役員の任期は２ケ年とする。但し再任は妨げない。 

        欠員による役員補充は常任理事会で推薦し、任期は前任者 

        の残存期間とする。 

第６章 総 会 

   第１８条 総会は、原則として年度末に会長が招集し開催する 

   第１９条 総会は、加盟登録団体の代表者及び役員をもって構成し 

         本連盟の重要事項を審議決定する。 

   第２０条 総会においての定数及び表決権は、加盟登録団体の代表者 

        ・会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事とする。 

   第２１条 総会は、定数の２分の１以上の出席をもつて成立し、議事 

        は出席者の３分の２以上の賛成をもって決する。 

第７章 会 議 

   第２２条 本連盟に次の会議を置く。 

          １．常任理事会 

          ２．理 事 会 

   第２３条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事 

をもって構成し、必要に応じて理事長が招集し、本連盟の重要 

事業運営に関して事項を審議する。 

   第２４条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事 

をもって構成し、必要に応じて理事長が招集し、本連盟の事業 

を処理する。 

   第２５条 会議は、構成定数の２分の１以上の出席をもって成立し、議事 

は出席者の３分の２以上の賛成をもって決する。 

第８章 会 計 

   第２６条 本連盟の経費は加盟団体登録料・入会金・競技会収入、その他 

        をもって充てる。 

   第２７条 本連盟に加盟登録団体は毎年５月末までに登録料５，０００円 

        を納付するものとする。 

   第２８条 登録料は、理事会の決議を経て減免することができる。 

   第２９条 本連盟の収支決算は監事の監査を経て総会に提出されるもの 

とする。 

 

 

 



第９章 年度及び変更 

第３０条 本連盟の年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に 

   終わるものとする。 

   第３１条 本規約の変更及び上部団体の加盟並びに脱退は、理事会の 

        審議により総会の承認を要する。 

第１０章 附 則 

   第３２条 本規約の効力は昭和５７年４月１日より実施する。 

第１３次改訂は平成 ５年４月１日より実施する。 

第１４次改訂は平成 ７年４月１日より実施する。 

第１５次改訂は平成 ９年４月１日より実施する。 

        第１６次改訂は平成１８年４月１日より実施する。 

        第１７次改訂は平成１９年４月１日より実施する。 

         

 

連盟内規 

 

    １１．選手の大会参加資格については、次の通りとする。 

      （５）家庭婦人選手は江東区在住・在勤の満年齢が２５歳以上の 

         既婚者とする。 

１５．昭和５９年４月１日より効力を発する。 

       平成 ８年４月１日改訂 

       平成１８年４月１日改訂 

       平成１９年４月１日改訂 


